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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回動軸が鉛直の扉を回動して機器本体の開口部を開閉する扉開閉機構において、
　前記開口部の中程を境に前記扉を両側にそれぞれ設けて前記開口部の両端を軸側として
各前記扉が開閉し、前記扉の閉成時に第１係止位置をとるとともに、前記扉の開成時に前
記扉を開放側から軸側へスライドさせて第２係止位置をとり、第２係止位置で前記扉を枢
支するカム機構を前記扉の下部に備え、
　前記扉を開いた際に前記扉を上昇させるスロープを前記カム機構に設け、
　前記カム機構は、前記扉の開成時に前記扉の回動軸となるヒンジピンと、前記ヒンジピ
ンを相対的に案内して両端部で係止することにより前記カム機構が第１、第２係止位置を
とる長孔状のヒンジ溝とを備え、
　前記スロープは、第１係止位置の時の前記ヒンジピンを中心とする所定の角度範囲に設
けられ、前記所定の角度範囲からなる領域は、前記第１係止位置にある前記ヒンジ溝の長
手方向に平行して設けられたヒンジピンの中心を通る直線を含むことを特徴とする扉開閉
機構。
【請求項２】
　回動軸が鉛直の扉を回動して機器本体の開口部を開閉する扉開閉機構において、
　前記開口部の中程を境に前記扉を両側にそれぞれ設けて前記開口部の両端を軸側として
各前記扉が開閉し、前記扉の閉成時に第１係止位置をとるとともに、前記扉の開成時に前
記扉を開放側から軸側へスライドさせて第２係止位置をとり、第２係止位置で前記扉を枢
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支するカム機構を前記扉の下部に備え、
　前記扉を開いた際に前記扉を上昇させるスロープを前記カム機構に設け、
　前記カム機構は、前記扉の開成時に前記扉の回動軸となるヒンジピンと、前記ヒンジピ
ンを相対的に案内して両端部で係止することにより前記カム機構が第１、第２係止位置を
とる長孔状のヒンジ溝と、前記扉及び前記機器本体のいずれかに配されるガイドピンと、
第１係止位置から第２係止位置に前記ガイドピンを案内するガイド溝と、前記ヒンジピン
と同軸の円弧上に沿って配されるリブと、第２係止位置で前記リブと摺接する円筒面を有
したボスとを備え、前記スロープは、互いに対向した前記ヒンジピンの座面及び前記ボス
の少なくとも一方に形成されるとともに、第１係止位置の時の前記ヒンジピンを中心とす
る所定の角度範囲に設けられ、前記所定の角度範囲からなる領域は、前記第１係止位置に
ある前記ヒンジ溝の長手方向に平行して設けられたヒンジピンの中心を通る直線を含むこ
とを特徴とする扉開閉機構。
【請求項３】
　前記扉を下方に付勢する扉付勢手段を設けたことを特徴とする請求項１または請求項２
に記載の扉開閉機構。
【請求項４】
　前記扉の上部を回動自在に支持し、前記扉の下部の前記カム機構が第１係止位置から第
２係止位置に移行する際に前記扉の上部がスライドせずに回動して前記扉を傾斜させたこ
とを特徴とする請求項１～請求項３のいずれかに記載の扉開閉機構。
【請求項５】
　前記ヒンジピンを第１係止位置の時に配される方向に付勢するヒンジピン付勢部を設け
たことを特徴とする請求項１～請求項４のいずれかに記載の扉開閉機構。
【請求項６】
　請求項１～請求項５のいずれかに記載の扉開閉機構と、前記扉開閉機構により本体筐体
に枢支される扉とを備えたことを特徴とする冷蔵庫。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自閉機能を備えた扉開閉機構及びそれを備えた冷蔵庫に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自閉機能を備えた従来の扉開閉機構は特許文献１に開示されている。この扉開閉機構は
開口部を有した機器本体に鉛直な回動軸で回動する扉が枢支される。機器本体の開口部に
は上下面からそれぞれ突出する回動軸が設けられ、扉の上下面には回動軸に嵌合する枢支
孔が設けられる。下方の回動軸の座面及び扉の下面には所定の回動範囲にスロープが対向
して設けられる。
【０００３】
　両スロープの摺動によって扉が開かれる際に上昇し、閉じられる際に降下する。この時
、スロープが摺動する位置まで使用者が扉を閉じると重力によって扉がスロープに沿って
降下する。従って、扉が自閉性を有して扉開閉機構の利便性が向上する。
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２４４６０号公報（第１頁－第３頁、第１４図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記の扉開閉機構によると、扉の重量が小さくなると回動軸と枢支孔と
の摩擦力等によって扉が自閉しなくなる。これにより、扉開閉機構の利便性が悪くなる問
題があった。
【０００６】
　本発明は、利便性を向上できる扉開閉機構及びそれを用いた冷蔵庫を提供することを目
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的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために本発明は、回動軸が鉛直の扉を回動して機器本体の開口部を
開閉する扉開閉機構において、前記扉を開いた際に前記扉を上昇させるスロープと、前記
扉を下方に付勢する扉付勢手段とを設けたことを特徴としている。この構成によると、扉
を開くとスロープによって付勢手段に抗して扉が上昇する。スロープが摺動する位置まで
扉を閉じると扉付勢手段の付勢力及び扉の重力によって扉がスロープに沿って降下する。
スロープは機器本体側及び扉側のいずれか一方に設けてもよく、両方に設けてもよい。
【０００８】
　また本発明は、上記構成の扉開閉機構において、前記扉付勢手段は前記機器本体から前
方に延びて前記扉の回動軸を支持する弾性板から成ることを特徴としている。この構成に
よると、回動軸は扉または機器本体に設けられ、機器本体から前方に延びる弾性板は回動
軸を固定または嵌合して支持する。弾性板により回動軸を介して扉が下方に付勢される。
【０００９】
　また本発明は、上記構成の扉開閉機構において、前記開口部の中程を境に前記扉を両側
にそれぞれ設けて前記開口部の両端を軸側として各前記扉が開閉し、前記扉の閉成時に第
１係止位置をとるとともに、前記扉の開成時に前記扉を開放側から軸側へスライドさせて
第２係止位置をとり、第２係止位置で前記扉を枢支するカム機構を前記扉の下部に備え、
前記カム機構に前記スロープを設けたことを特徴としている。
【００１０】
　この構成によると、扉の下部に設けたカム機構は扉が閉じたときに第１係止位置をとる
。扉を開くとカム機構が第１係止位置から第２係止位置に移行し、それに伴って扉がカム
機構により案内されて開放側から軸側へのスライド移動と回転移動とを行う。カム機構が
第２係止位置に到達すると扉の回動軸の位置が固定され、扉が回動軸を中心に回動して開
口部が開放される。扉を閉じるとカム機構が第２係止位置から第１係止位置に移行する。
この時、カム機構に設けたスロープによって扉が自重によって閉じる方向に案内される。
【００１１】
　また本発明は、上記構成の扉開閉機構において、前記扉の上部を回動自在に支持し、前
記扉の下部の前記カム機構が第１係止位置から第２係止位置に移行する際に前記扉の上部
がスライドせずに回動して前記扉を傾斜させたことを特徴としている。この構成によると
、扉の開閉時にカム機構によって扉の下部は第１、第２係止位置間をスライド移動し、扉
の上部は回動のみを行う。これにより、左右の扉の上部が接近して下部が離れた状態で扉
が開かれる。
【００１２】
　また本発明は、上記構成の扉開閉機構において、前記開口部の中程を境に前記扉を両側
にそれぞれ設けて前記開口部の両端を軸側として各前記扉が開閉し、前記扉の閉成時に第
１係止位置をとるとともに、前記扉の開成時に前記扉を開放側から軸側へスライドさせて
第２係止位置をとり、第２係止位置で前記扉を枢支するカム機構を前記扉の上部及び下部
に備え、下部に配される前記カム機構に前記スロープを設けたことを特徴としている。
【００１３】
　この構成によると、扉の上部及び下部に設けたカム機構は扉が閉じたときに第１係止位
置をとる。扉を開くとカム機構が第１係止位置から第２係止位置に移行し、それに伴って
扉がカム機構により案内されて開放側から軸側へのスライド移動と回転移動とを行う。カ
ム機構が第２係止位置に到達すると扉の回動軸の位置が固定され、扉が回動軸を中心に回
動して開口部が開放される。扉を閉じるとカム機構が第２係止位置から第１係止位置に移
行する。この時、カム機構に設けたスロープによって扉が自重によって閉じる方向に案内
される。また、第１、第２係止位置に移行する際に扉の回動軸は平行に移動する。
【００１４】
　また本発明は、上記構成の扉開閉機構において、前記カム機構は、前記扉の開成時に前
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記扉の回動軸となるヒンジピンと、前記ヒンジピンを案内して両端部で係止することによ
り前記カム機構が第１、第２係止位置をとるヒンジ溝と、前記扉及び前記機器本体のいず
れかに配されるガイドピンと、第１係止位置から第２係止位置に前記ガイドピンを案内す
るガイド溝と、前記ヒンジピンと同軸の円弧上に沿って配されるリブと、第２係止位置で
前記リブと摺接する円筒面を有したボスとを備え、前記スロープは、互いに対向した前記
ヒンジピンの座面及び前記ボスの少なくとも一方に形成されるとともに、第１係止位置の
時の前記ヒンジピンを中心とする所定の角度範囲に設けられることを特徴としている。
【００１５】
　この構成によると、例えば、機器本体には一端にヒンジピンが突設され、ヒンジピンか
ら所定距離離れてヒンジピンと平行にガイドピンが突設される。扉にはヒンジピンに遊嵌
される長孔状のヒンジ溝と、ガイドピンに遊嵌されるガイド溝とが凹設される。扉を閉じ
た状態ではヒンジ溝の一端でヒンジピンが係止され、ガイド溝の一端でガイドピンが係止
されてカム機構は第１係止位置をとる。扉を開き始めると、ヒンジピンがヒンジ溝に案内
される。この時、ガイドピンとガイド溝とが係合して扉が回り止めされ、ガイドピンがガ
イド溝に案内されて扉が回動しながらスライドする。これにより、ヒンジ溝の他端にヒン
ジピンが係止され、カム機構は第２係止位置をとる。
【００１６】
　また、機器本体側にはヒンジピンと同心の例えば円筒状の凹面を有するリブが突設され
、リブと第２係止位置で摺接する円筒面を有したボスが扉側に設けられる。扉が更に開か
れると、ボスの周面がリブの凹面に摺接してヒンジピンがヒンジ溝の他端に固定され、第
２係止位置でヒンジピンを回動軸として扉が回動する。この時、ガイドピンは扉の回動を
阻害しない方向に逃げるように、例えばガイド溝に逃げ部が設けられる。
【００１７】
　スロープは互いに対向するヒンジピンの座面とボスの軸方向の端面の一方または両方に
設けられる。スロープを例えばヒンジピンの座面とボスの両方に設けると、第１係止位置
で両スロープはヒンジピンを中心とした平面視アーチ形の範囲に設けられて面接触する。
扉を開いてカム機構が第１係止位置から第２係止位置に移行する際に互いのスロープはア
ーチ形の中心位置がずれ、点接触して摺動する。扉を閉じてリブとボスの摺動が解除され
ると扉がスライド可能となる。この時、点接触するスロープは扉の自重及び扉付勢手段の
付勢力によって面接触する方向に扉を案内してカム機構を第１係止位置に導く。スロープ
をヒンジピンの座面とボスの一方に設け、他方を第１係止位置でスロープに線接触する山
形の突起部にしてもよい。尚、ヒンジピンとヒンジ溝、ガイドピンとガイド溝のそれぞれ
の組み合わせにおいて、機器本体側及び扉側の一方と他方に設けられていればいずれに設
けてもよい。
【００１８】
　また本発明は、上記構成の扉開閉機構において、前記ヒンジピンを第１係止位置の時に
配される方向に付勢するヒンジピン付勢部を設けたことを特徴としている。この構成によ
ると、ヒンジピンは第１係止位置でヒンジ溝の一端に配され、第２係止位置でヒンジ溝の
他端に配される。ヒンジピンはヒンジピン付勢部によって該一端の方向に付勢される。扉
を閉じ始めると、ヒンジピン付勢部によってヒンジピンをヒンジ溝の一端の方向に押圧し
てカム機構を第１係止位置に導く。
【００１９】
　また本発明の冷蔵庫は、上記構成の扉開閉機構と、前記扉開閉機構により本体筐体に枢
支される扉とを備えたことを特徴としている。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によると、扉を開いた際に扉を上昇させるスロープと、扉を下方に付勢する扉付
勢手段とを設けたので、扉の重量が小さくても下方に付勢される扉がスロープにより降下
して扉を自閉させることができる。従って、扉開閉機構の利便性を向上することができる
。
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【００２１】
　また本発明によると、扉付勢手段が機器本体から前方に延びて扉の回動軸を支持する弾
性板から成るので、部品点数を増加させずに簡単に扉を付勢する扉付勢手段を実現するこ
とができる。
【００２２】
　また本発明によると、開口部の中程を境に扉を両側に配した扉開閉機構において、扉の
閉成時に第１係止位置をとり、扉の開成時に扉を開放側から軸側へスライドさせて第２係
止位置をとり、第２係止位置で扉を枢支するカム機構を扉の下部に備えたので、扉を開く
際に他方の扉から離れてパッキン等を有する扉端面の干渉を防止することができる。また
、カム機構にスロープを設けたので、開口部の中程を境に扉を両側に配した扉開閉機構に
容易に自閉性を設けることができる。
【００２３】
　また本発明によると、扉の上部を回動自在に支持して扉の下部のカム機構が第１係止位
置から第２係止位置に移行する際に扉の上部がスライドせずに回動して扉を傾斜させたの
で、扉開閉機構の構成を簡素化することができる。また、扉の重量によって扉の上部が軸
側から開放側に力を受けても扉を閉じる際に開放側から軸側へのスライド移動を伴わない
ので容易に自閉させることができる。
【００２４】
　また本発明によると、開口部の中程を境に扉を両側に配した扉開閉機構において、扉の
閉成時に第１係止位置をとり、扉の開成時に扉を開放側から軸側へスライドさせて第２係
止位置をとり、第２係止位置で扉を枢支するカム機構を扉の上部及び下部に備えたので、
扉を開く際に他方の扉から離れてパッキン等を有する扉端面の干渉を防止することができ
る。また、下部のカム機構にスロープを設けたので、開口部の中程を境に扉を両側に配し
た扉開閉機構に容易に自閉性を設けることができる。
【００２５】
　また本発明によると、ヒンジ溝によりヒンジピンを案内するとともにガイド溝によりガ
イドピンを案内してカム機構が第１係止位置から第２係止位置に移動し、第２係止位置で
リブとボスとを摺接させるので、扉の開成時に第１係止位置から第２係止位置にスライド
して第２係止位置で扉を枢支するカム機構を容易に実現することができる。
【００２６】
　また、スロープがヒンジピンの座面とボスの一方または両方に第１係止位置の時のヒン
ジピンを中心とする所定の角度範囲に設けられるので、第２係止位置のカム機構をスロー
プの摺動によって第１係止位置に導くことができる。従って、扉開閉機構をより確実に自
閉させることができる。
【００２７】
　また本発明によると、ヒンジピンを第１係止位置の時に配される方向に付勢するヒンジ
ピン付勢部を設けたので、第２係止位置のカム機構をヒンジピン付勢部の付勢によって第
１係止位置に導くことができる。従って、扉開閉機構をより確実に自閉させることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下に本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図１は第１実施形態の扉開閉機構
を示す側面図である。本実施形態の扉開閉機構は冷蔵庫に設けられる。冷蔵庫の本体部１
には開口部（不図示）が設けられる。開口部の前面は扉２０により覆われる。本体部１に
は扉２０の上下を支持する上アングル２１及び下アングル２２が前方に突出して取り付け
られる。
【００２９】
　図２は図１のＡ部詳細図を示している。上アングル２１は金属板から成り、扉２０の回
動軸となるヒンジピン２３が固定されている。扉２０はヒンジピン２３が嵌合する嵌合孔
２０ａが設けられる。ヒンジピン２３の座面と扉２０の上面との間には板バネ１２（付勢
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手段）が挟持されている。これにより、扉２０は下方に付勢される。
【００３０】
　図３は図１のＢ部詳細図を示している。下アングル２２は金属板から成り、ヒンジピン
２４（図４参照）を有する下ヒンジ部材１４が取り付けられている。扉２０の下面には下
ヒンジ部材１４に摺接する上ヒンジ部材１３が取り付けられている。
【００３１】
　図４は下アングル２２及び下ヒンジ部材１４の斜視図を示している。下ヒンジ部材１４
は上方に突出して扉２０の回動軸となるヒンジピン２４が設けられる。ヒンジピン２４の
座面にはヒンジピン２４を中心とする所定の角度α（図６参照）の範囲にスロープ１４ｂ
が点対称に設けられる。スロープ１４ｂによって凹部１４ａ及び凸部１４ｃが形成されて
いる。
【００３２】
　図５は上ヒンジ部材１３の斜視図を示している。上ヒンジ部材１３は扉２０に埋設され
る筒部１３ｅが上方に突設され、ヒンジピン２４に嵌合する嵌合孔１３ｄが筒部１３ｅに
より形成される。上ヒンジ部材１３の下面の嵌合孔１３ｄの周囲には嵌合孔１３ｄを中心
とするスロープ１４ｂと同じ角度範囲にスロープ１３ｂが点対称に設けられる。スロープ
１３ｂによって凸部１３ａ及び凹部１３ｃが形成されている。
【００３３】
　図６は扉２０を閉じた状態の上ヒンジ部材１３及び下ヒンジ部材１４を示す平面図であ
る。嵌合孔１３ｄにはヒンジピン２４が嵌合され、扉２０が回動自在になっている。扉２
０を閉じた状態では上ヒンジ部材１３のスロープ１３ｂが下ヒンジ部材１４のスロープ１
４ｂに当接する。
【００３４】
　この時、凸部１３ａと凹部１４ａとは離れており、凹部１３ｃと凸部１４ｃとは離れて
いる。これにより、スロープ１３ｂ、１４ｂが面接触して扉２０が自重によって閉じる方
向に付勢される。従って、扉２０の閉止状態を確実に維持することができる。
【００３５】
　矢印Ｃに示す方向に扉２０を開くと、スロープ１３ｂ、１４ｂが摺動して扉２０が自重
及び板バネ１２（図２参照）の付勢力に抗して持ち上げられる。扉２０が所定角度回動す
ると、凸部１３ａが凸部１４ｃに乗り上げる。その後、凸部１３ａが凸部１４ｃと摺動し
て扉２０が開かれる。
【００３６】
　扉２０を閉じる際には凸部１３ａが凸部１４ｃと摺動した後、スロープ１３ｂ、１４ｂ
が摺動する。この時、扉２０は自重及び板バネ１２（図２参照）の付勢力によって自閉さ
れる。
【００３７】
　本実施形態によると、扉２０を開いた際に上昇させるスロープ１３ｂ、１４ｂと、扉２
０を下方に付勢する板バネ１２（扉付勢手段）とを設けたので、扉２０の重量が小さくて
も下方に付勢される扉２０がスロープ１３ｂ、１４ｂにより降下して扉２０を自閉させる
ことができる。従って、扉開閉機構の利便性を向上することができる。
【００３８】
　尚、本体部１から前方に延びて扉２０の回動軸を支持する上アングル２１は金属板から
成るため、弾性を有する弾性板を構成する。このため、板バネ１２を省いて上アングル２
１を扉２０に接して配置またはスロープ１３ｂの段差よりも小さい隙間で配置してもよい
。これにより、部品点数を増加させずに上アングル２１が扉２０を下方に付勢する扉付勢
手段を構成し、扉２０を自閉させることができる。
【００３９】
　また、スロープ１３ｂ、１４ｂの一方を他方に線接触する山形の突起にしてもよい。こ
れにより、スロープ１３ｂ、１４ｂの摺動摩擦を低減することができる。
【００４０】
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　次に図７は第２実施形態の扉開閉機構を示す上面断面図である。説明の便宜上、前述の
図１～図６と同様の部分には同一の符号を付している。本実施形態の扉開閉機構は冷蔵庫
に設けられる。冷蔵庫の本体部１には開口部１ａが設けられる。開口部１ａは中程を境に
左側を左扉２に覆われ、右側を右扉３に覆われている。左扉２及び右扉３の一端には使用
者が把持する把手４、５が設けられている。
【００４１】
　左扉２及び右扉３の他端は回動軸１ｂ、１ｃが設けられ、把手４、５を把持して両側に
開くようになっている。また、左扉２と右扉３との間の隙間にはそれぞれパッキン６、７
が取付けられている。パッキン６、７内には磁石（不図示）が埋め込まれ、互いに吸着し
て該隙間を密閉するようになっている。
【００４２】
　左扉２及び右扉３は、前面を覆うドアプレート４９、５０と背面側に設けられるドアバ
ック４７、４８とを有している。ドアプレート４９、５０及びドアバック４７、４８は上
下に配されるドアキャップ（不図示）及び側面に配される側面板（不図示）により連結し
て周囲を塞がれる。そして、内部にウレタン発泡剤を注入した後、加熱して発泡ウレタン
樹脂が充填される。これにより、本体部１の内部を断熱隔離する。
【００４３】
　ドアバック４７、４８の周部にはそれぞれパッキン４１、４４が取り付けられる。パッ
キン４１、４４には可撓性の磁石（不図示）が埋め込まれ、本体部１を吸引して左扉２及
び右扉３と本体部１との密閉状態が保持されるようになっている。
【００４４】
　左扉２及び右扉３の上部は前述の図２に示す第１実施形態と同様に構成される。即ち、
、ヒンジピン２３（図２参照）が左扉２及び右扉３に嵌合して回動軸１ｂ、１ｃが形成さ
れる。また、板バネ１２（図２参照）によって左扉２及び右扉３が下方に付勢される。上
アングル２１（図２参照）により左扉２及び右扉３を下方に付勢してもよい。
【００４５】
　左扉２及び右扉３の下部は下アングル２２（図３参照）により支持され、第１実施形態
と同様の構造のカム機構が設けられる。カム機構は左扉２及び右扉３に設けられるカム部
材８（図１０参照）と本体部１に設けられる下アングル２２とに設けられ、互いに係合す
る。
【００４６】
　図８、図９は右扉３の下方の下アングル２２を示す斜視図及び平面図である。下アング
ル２２にはヒンジピン２４が上面に突設される。ヒンジピン２４よりも右扉３の開放側に
はガイドピン５１がヒンジピン２４と平行に突設される。ヒンジピン２４の周囲にはヒン
ジピン２４と同心の円筒面から成る凹面１９ａを有したリブ１９が突設される。
【００４７】
　ヒンジピン２４の座面にはヒンジピン２４を中心とする所定の角度αの範囲にスロープ
３４ｂが点対称に設けられる。スロープ３４ｂによって凹部３４ａ及び凸部３４ｃが形成
されている。
【００４８】
　図１０は右扉３に設けられるカム部材８を示す平面図である。カム部材８の各部材は右
扉３の下面に設けられるが、便宜上実線で示している。カム部材８にはガイドピン５１（
図９参照）に案内されるガイド溝５２が形成される。ガイド溝５２はＬ字型に屈曲し、案
内部５２ａと逃げ部５２ｂとを有している。案内部５２ａは後述するようにカム機構が第
１係止位置から第２係止位置に移行する際にガイドピン５１により案内される。逃げ部５
２ｂは一端が開放され、第２係止位置でガイドピン５１を逃がしてガイド溝５２とガイド
ピン５１との係合を解除させる。
【００４９】
　カム部材８の一端にはボス３３が突設される。ボス３３の周面は円筒面３３ｅ、逃げ面
３３ｆ及び連結面３３ｄから成っている。円筒面３３ｅは後述する第２係止位置でリブ１



(8) JP 4904222 B2 2012.3.28

10

20

30

40

50

９の凹面１９ａに摺接する。逃げ面３３ｆは後述する第１係止位置でリブ１９との干渉を
回避する。連結面３３ｄは円筒面３３ｅと逃げ面３３ｆを連結する。
【００５０】
　ボス３３にはヒンジピン２４に係合する長孔状のヒンジ溝９が凹設される。ヒンジ溝９
内をヒンジピン２４が相対移動して両端で係止されることにより、カム機構が第１係止位
置と第２係止位置とに移行する。
【００５１】
　ヒンジ溝９の周囲には右扉３を閉じた時（第１係止位置）に凹部３４ａ、凸部３４ｃに
それぞれ対向する凸部３３ａ、凹部３３ｃが形成される。凸部３３ａと凹部３３ｃとの間
の段差には下方に突出する山形の突起部３３ｂが設けられる。突起部３３ｂの頂部の稜線
Ｄは右扉３を閉じた時（第１係止位置）のヒンジピン２４を中心としてスロープ３４ｂに
対向して形成される。
【００５２】
　図１１は右扉３を閉じた状態のカム部材８及び下アングル２２を示す平面図である。カ
ム部材８は実線で示し、下アングル２２は破線で示している。また、下アングル２２に設
けられる各部材に斜線を施している。
【００５３】
　右扉３を閉じた状態ではカム機構はヒンジピン２４はヒンジ溝９の一端に配されてガイ
ドピン５１はガイド溝５２の案内部５２ａの端部に配された第１係止位置をとる。第１係
止位置ではボス３３は逃げ面３３ｆがリブ１９に対向して離れて配される。また、カム部
材８の突起部３３ｂの稜線Ｄが下アングル２２のスロープ３４ｂに線接触する。
【００５４】
　この時、凸部３３ａと凹部３４ａとは離れており、凹部３３ｃと凸部３４ｃとは離れて
いる。これにより、スロープ３４ｂと突起部３３ｂの稜線Ｄとが線接触して右扉３が自重
によって閉じる方向に付勢される。従って、右扉３の閉止状態を確実に維持することがで
きる。
【００５５】
　また、カム部材８にはヒンジピン付勢部４０が設けられる。図１２はヒンジピン付勢部
４０の平面図を示している。ヒンジピン付勢部４０は取付孔４０ａを介してカム部材８に
取付けられる。ヒンジピン付勢部４０の一端には屈曲して面内で弾性変形可能な腕部４０
ｂが形成される。腕部４０ｂの先端４０ｃはヒンジピン２４に当接して押圧する。これに
より、ヒンジ溝９内を相対移動できるヒンジピン２４は第１係止位置の時に配される方向
に付勢される。
【００５６】
　把手５（図７参照）を把持して右扉３が開き始めると、突起部３３ｂの稜線Ｄとスロー
プ３４ｂが摺動して右扉３が自重及び板バネ１２（図２参照）の付勢力に抗して持ち上げ
られる。また、右扉３は開成に伴い回動するが、ガイド溝５２の案内部５２ａがガイドピ
ン５１と係合するため、第１係止位置のままではヒンジピン２４を軸として回動すること
ができない。このため、ヒンジピン２４が相対的にヒンジ溝９に案内されるとともにガイ
ドピン５１が相対的に案内部５２ａに案内される。
【００５７】
　これにより、右扉３の下部は回動しながら左扉２から離れる方向（右方向）へスライド
移動する。この時、右扉３の上部はスライド移動しないため、ヒンジピン２３、２４が傾
斜して右扉３は開放端が下がるように傾斜する。これにより、右扉３に設けられたパッキ
ン７は左扉２に設けられたパッキン６から離れる。従って、パッキン６、７の摺動を回避
して損傷を防止するとともに、摺動摩擦の低減によって開成の操作力が軽減される。
【００５８】
　右扉３が回動しながらスライド移動していくと、図１３に示す状態になる。ヒンジピン
２４はヒンジ溝９の他端に係止され、ガイドピン５１はガイド溝５２の案内部５２ａと逃
げ部５２ｂとの境界に配される。これにより、カム機構は第２係止位置をとる。また、ボ
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ス３３の円筒面３３ｅがリブ１９の凹面１９ａと摺接を開始する。
【００５９】
　更に右扉３を開くと、ボス３３の円筒面３３ｅがリブ１９の凹面１９ａの略対向する２
箇所で摺動し、ボス３３がヒンジ溝９の長手方向に移動できなくなる。これにより、カム
機構は第２係止位置の状態を保持し、右扉３が枢支される。リブ１９の凹面１９ａはボス
３３を案内できればよい。このため、リブ１９に替えて例えばヒンジピン２４と同心の円
弧上にピン状の多数のリブを配列してもよい。また、ヒンジピン２４と同心の円弧上に沿
った多角形面を有するリブ等によって形成してもよい。
【００６０】
　また、ガイド溝５２の逃げ部５２ｂがガイドピン５１に案内されてカム機構が第２係止
位置を保持しながら右扉３が回動する。そして、ガイド溝５２とガイドピン５１との係合
が解除される。カム機構はヒンジピン２４とヒンジ溝９とが係合するとともにボス１０と
リブ１９とが摺動して第２係止位置が保持される。
【００６１】
　そして、図１４に示すように右扉３が開放される。この時、凸部３３ａが凸部３４ｃに
乗り上げて互いに摺動する。尚、左扉２も同様に動作する。図１３、図１４において、ヒ
ンジピン付勢部４０は第１係止位置の配置を示しており、第２係止位置では腕部４０ｂが
弾性変形してヒンジピン２４に当接する。
【００６２】
　左扉２及び右扉３を閉じる際には上記に説明した図１１、図１３、図１４に示す動作と
逆に動作してカム機構が第２係止位置から第１係止位置に移行する。また、凸部３４ｃに
乗り上げた凸部３３ａが凸部３４ｃと摺動した後、突起部３３ｂの稜線Ｄとスロープ３４
ｂが摺動する。この時、右扉３は自重及び板バネ１２（図２参照）の付勢力によって降下
して自閉される。
【００６３】
　また、ヒンジピン付勢部４０の腕部４０ｂの先端４０ｃはヒンジピン２４を第１係止位
置の時に配される方向に付勢する。これにより、ヒンジピン付勢部４０は右扉３が自閉す
る方向に付勢される。従って、扉開閉機構をより確実に自閉させることができる。
【００６４】
　また、突起部３３ｂとスロープ３４ｂを第１係止位置で互いに線接触させているので、
自閉性を向上できる。即ち、突起部３３ｂの稜線Ｄは第１係止位置のヒンジピン２４を中
心として形成される。このため、第２係止位置では稜線Ｄの中心とスロープ３４ｂの中心
とが偏心する。これにより、カム機構が第２係止位置の時に稜線Ｄはスロープ３４ｂに点
接触し、偏心を解除して線接触する方向に導かれる。従って、カム機構を第１係止位置に
導くことができ、扉開閉機構をより確実に自閉させることができる。扉側にスロープを設
けて本体部１側に突起部を設けてもよい。
【００６５】
　また、突起部３３ｂをスロープ３４ｂに面接触するスロープにしてもよい。この場合も
同様に、カム機構が第２係止位置の時に両スロープが摺動すると偏心を解除して面接触す
る方向に導かれる。従って、カム機構を第１係止位置に導くことができ、扉開閉機構をよ
り確実に自閉させることができる。
【００６６】
　本実施形態によると、第１実施形態と同様に、左扉２及び右扉３を開いた際に上昇させ
るスロープ３４ｂと、左扉２及び右扉３を下方に付勢する板バネ１２（扉付勢手段）とを
設けたので、左扉２及び右扉３の重量が小さくても下方に付勢される左扉２及び右扉３が
スロープ３４ｂにより降下して左扉２及び右扉３を自閉させることができる。従って、扉
開閉機構の利便性を向上することができる。尚、上アングル２１により左扉２及び右扉３
を下方に付勢してもよい。
【００６７】
　また、左扉２及び右扉３の閉成時に第１係止位置をとり、左扉２及び右扉３の開成時に



(10) JP 4904222 B2 2012.3.28

10

20

30

40

50

扉を開放側から軸側へスライドさせて第２係止位置をとり、第２係止位置で左扉２及び右
扉３を枢支するカム機構を左扉２及び右扉３の下部に備えたので、左扉２及び右扉３の一
方を開く際に他方から離れてパッキン６、７の干渉を防止することができる。また、カム
機構に突起部３３ｂ及びスロープ３４ｂを設けたので、開口部の１ａ中程を境に左扉２及
び右扉３を両側に配した扉開閉機構に容易に自閉性を設けることができる。
【００６８】
　尚、左扉２及び右扉３の下部と同様のカム機構を左扉２及び右扉３の上部にも設けても
よい。この時、突起部３３ｂ、スロープ３４ｂ、凸部３３ａ、３４ｃ及び凹部３３ｃ、３
４ａは上部に設ける必要はない。このようにしても上記と同様の効果を得ることができる
。しかしながら、本実施形態のように、左扉２及び右扉３の下部のみに左扉２及び右扉３
をスライド移動させるカム機構を設けるとより望ましい。
【００６９】
　即ち、下部のカム機構が第１係止位置から第２係止位置に移行する際に左扉２及び右扉
３の上部がスライドせずに回動して左扉２及び右扉３を傾斜させたので、扉開閉機構の構
成を簡素化することができる。また、左扉２及び右扉３は自重によって上部が軸側から開
放側に向かう力を受ける。この時、左扉２及び右扉３を閉じる際に上部はカム機構がなく
開放側から軸側へのスライド移動を伴わないので容易に自閉させることができる。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明は、貯蔵室の開口部を覆う扉を開閉する扉開閉機構を有した冷蔵庫等に利用する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の第１実施形態の扉開閉機構を有した冷蔵庫を示す側面図
【図２】図１のＡ部詳細図
【図３】図１のＢ部詳細図
【図４】本発明の第１実施形態の扉開閉機構の下アングル及び下ヒンジ部材を示し斜視図
【図５】本発明の第１実施形態の扉開閉機構の上ヒンジ部材を示し斜視図
【図６】本発明の第１実施形態の扉開閉機構の扉を閉じた状態の上ヒンジ部材及び下ヒン
ジ部材を示す平面図
【図７】本発明の第２実施形態の扉開閉機構を有した冷蔵庫を示す上面断面図
【図８】本発明の第２実施形態の扉開閉機構の下アングルを示す斜視図
【図９】本発明の第２実施形態の扉開閉機構の下アングルを示す平面図
【図１０】本発明の第２実施形態の扉開閉機構のカム部材を示す平面図
【図１１】本発明の第２実施形態の扉開閉機構の扉を閉じた状態の下アングル及びカム部
材を示す平面図
【図１２】本発明の第２実施形態の扉開閉機構のヒンジピン付勢部を示す平面図
【図１３】本発明の第２実施形態の扉開閉機構のカム機構の動作を示す平面図
【図１４】本発明の第２実施形態の扉開閉機構のカム機構の動作を示す平面図
【符号の説明】
【００７２】
　　　　１　　本体部
　　　　１ａ　開口部
　　　　２　　左扉
　　　　３　　右扉
　　　　４、５　把手
　　　　６、７　パッキン
　　　　８　　カム部材
　　　　９　　ヒンジ溝
　　　１３　　上ヒンジ部材１３
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　　　１３ａ、１４ｃ　凸部
　　　１３ｂ、１４ｂ　スロープ
　　　１３ｃ、１４ａ　凹部
　　　１４　　下ヒンジ部材１４
　　　１９　　リブ
　　　２０　　扉
　　　２１　　上アングル
　　　２２　　下アングル
　　　２３、２４　　ヒンジピン
　　　３３　　ボス
　　　３３ａ、３４ｃ　凸部
　　　３３ｂ　突起部
　　　３３ｃ、３４ａ　凹部
　　　３４ｂ　スロープ
　　　４７、４８　ドアバック
　　　４９、５０　ドアプレート
　　　５１　　ガイドピン
　　　５２　　ガイド溝
　　　　Ｄ　　稜線

【図１】 【図２】

【図３】
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